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報告事項

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
平成２８年度（2016年度）山口県公立学校教員採用候補者選考試験
（第一次試験）の受験状況について

教 職 員 課

2 主権者教育について 高 校 教 育 課

3 世界遺産の登録について 社会教育・文化財課
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報告事項１

      期日：７月１８日(土)、１９日(日)　

      会場：山口県立山口高等学校、山口県立山口中央高等学校、山口県立西京高等学校、

　　　　　　國學院大學たまプラーザキャンパス

  ２　試験内容

・ 教職専門、教科専門、集団面接、実技（中学校、高等学校等の実技を要する教科・科目）等

  ３　受験状況

（１）　全体の受験状況

・採用見込者数（Ａ） 人

・採用選考試験志願者数（Ｂ） 人

・第一次試験免除者数（Ｃ）（※） 人

・第一次試験欠席者数（Ｄ） 人

・第一次試験受験者数（Ｅ＝Ｂ－Ｃ－Ｄ） 人

・採用選考試験受験者数（Ｅ＋Ｃ） 人

（２）　選考区分・志願区分別受験状況

　　　　別紙受験状況資料のとおり

　４　第一次試験結果の発表及び試験問題・解答例の公開

（１）　第一次試験結果の発表

　　　　 　　　　　試験の結果は、８月11日(火)に通知文書を本人に発送するとともに､ 合格者の受験番号

　　 　　　　　を山口県庁インフォメーションプラザに掲示し、山口県教育委員会のホームページにも掲

（２）　試験問題・解答例の公開

 　　 　　　　期日：７月28日（火）　

　　　　場所：情報公開センター、地方県民相談室

　５　第二次試験

　　　　　　　　　　　　 　　　 期日：（小　　 学 　　校）８月22日(土)～26日(水)

　　　　　　 　　　 　　　（上記以外の校種等）８月22日(土)～23日(日)

　　　　　　 　　　 場所：山口県立山口高等学校、山口県立山口中央高等学校、山口県立西京高等学校　

　　　　　　 　　　 　　　山口県立山口農業高等学校　

　　　　　　 　　　 試験内容：適性検査、小論文、集団面接（模擬授業・討議）、個人面接、

　　　　　　 　　　 　　　　　音楽実技・体育実技（小学校及び特別支援学校小学部）

平成28年度(2016年度)山口県公立学校教員採用候補者選考試験（第一次試験）について

  １　期日・会場

(　　　)は昨年度　　

415 (398人)

1,580 (1,599人)

162 (165人)

105 (100人)

1,313 (1,334人)

1,475 (1,499人)

※前年度採用選考試験第二次試験の総合評価ランクがＡ又はＢの者及び他県における本採用教員で、平成27
年3月31日現在、3年以上の勤務経験（志願区分(校種等)の教科と同一の勤務経験）を有する者については、
第一次試験を免除している。

      載する。
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報告事項２ 

主権者教育について 
 

１ 日   時  平成２７年６月２４日（水） 
 
２ 対 象 生 徒  県立柳井高等学校２年１組生徒３２名 
 
３ 科目名・単元名  

現代社会 （２）現代社会と人間としての在り方生き方 

         イ 現代の民主政治と政治参加の意義 

            「平和主義と我が国の安全」 
 
４ 本時のテーマ 「安保法制を題材とした主権者教育」 
 
５ 授業のねらい 

○ グループワークを通して、思考力・判断力など、自らの考えを深める力を培う。 

○ グループでの発表や全体での発表を通して、表現力を身に付ける。 

○ 公職選挙法の改正に伴い、高校生の主権者意識を高める。 
 
６ 授業の内容（展開） 

○ 各自がまとめた自分の考えを持ち寄り、グループワークを行う。 

① 前時に書いた自分の考えをグループ（４名×８グループ）内で発表 

② 各自が発表した内容を基にして、グループの意見のまとめ 

③ 各グループの代表がクラス全体に対して発表 

④ 各グループの代表の発表を聞き、最も説得力のある発表に対して投票 
 
７ 県議会での主な質疑 

 ○ 本会議での質問に対して教育長が答弁 

・ （柳井高校の事例は）議論や発表を中心として授業を展開し、生徒の社会的事象

への興味・関心を高める目的で実施したもの 

・ そのテーマの全体像や様々な背景を生徒に理解させるための多様な資料の提供が

できていなかったことや、説得力のある発表に投票させたことが、結果的に賛否を

問う形になってしまったこと、学校としての指導方針が明確になっていなかったこ

となどから、配慮が不足 

・ 県教委としても、選挙権年齢の引き下げに伴い、早急に主権者教育の充実を図っ

ていく必要がある中で、主権者教育の進め方について、学校に対する指導が不十分 

 ・ 積極的に主権者教育を進めるために、学校任せにするのではなく、県教委が責任

をもって新たな指針を示す。また、教職員研修等を通じて指導を図る。 

 

○ 文教警察委員会での質問に対して高校教育課長が答弁 

 ・ 主権者としての資質能力を高めるためには、高校生の社会参加意識を喚起するこ

とが重要であることから、選挙管理委員会との連携による出前授業の実施や、ボラ

ンティア活動などの社会体験活動等を充実させていく。 
 
８ 今後の対応 

○ 積極的に主権者教育を進めるために、国の動向を踏まえて新たな指針を作成 

○ 教職員研修等を通じた指導の充実 
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